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衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
パ
レ
ス
チ
ナ
の
ガ
ザ
地
区
を
実
効
支
配
し
て
い
る
ハ
マ
ス
に
対
す
る
政
府
の
認
識
等
に

関
す
る
第
三
回
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
一
年
一
月
二
十
三
日
内
閣
衆
質
一
七
一
第
一
九
号
）
一
に
つ
い
て
及
び

先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
一
年
二
月
三
日
内
閣
衆
質
一
七
一
第
五
八
号
）
一
及
び
二
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
で
あ

る
。

二
に
つ
い
て

「
目
的
を
支
持
し
て
い
る
か
」
と
の
お
尋
ね
の
趣
旨
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
イ
ス
ラ
エ
ル
南
部
地
域
に
対
す

る
ガ
ザ
地
区
か
ら
の
ロ
ケ
ッ
ト
攻
撃
の
増
加
に
よ
り
、
イ
ス
ラ
エ
ル
政
府
が
、
イ
ス
ラ
エ
ル
南
部
の
住
民
の
安
全
保
障
状
況

を
改
善
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
状
況
に
置
か
れ
て
い
た
こ
と
は
承
知
し
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

ハ
マ
ス
が
千
九
百
八
十
年
代
に
活
動
を
開
始
し
て
以
来
、
イ
ス
ラ
エ
ル
と
ハ
マ
ス
の
間
で
は
、
停
戦
を
挟
み
つ
つ
も
、
衝

突
が
継
続
し
て
お
り
、
今
次
衝
突
に
つ
い
て
も
個
別
具
体
的
原
因
を
特
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

一



四
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
電
話
協
議
は
、
適
切
な
体
制
の
下
で
行
わ
れ
た
。

五
に
つ
い
て

日
程
上
の
都
合
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

六
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
国
際
機
関
と
は
、
国
際
連
合
パ
レ
ス
チ
ナ
難
民
救
済
事
業
機
関
（
Ｕ
Ｎ
Ｒ
Ｗ
Ａ
）
、
国
際
連
合
世
界
食
糧
計
画

（
Ｗ
Ｆ
Ｐ
）
及
び
国
際
連
合
児
童
基
金
（
Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｃ
Ｅ
Ｆ
）
で
あ
る
。

七
に
つ
い
て

今
次
衝
突
に
際
し
て
、
パ
レ
ス
チ
ナ
自
治
政
府
側
へ
の
人
道
支
援
を
最
初
に
表
明
し
た
の
は
我
が
国
で
は
な
い
。
政
府
と

し
て
パ
レ
ス
チ
ナ
自
治
政
府
側
へ
の
人
道
支
援
を
表
明
し
た
国
及
び
表
明
し
た
日
時
を
網
羅
的
に
把
握
し
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
が
、
例
え
ば
、
米
国
は
二
千
八
年
十
二
月
三
十
日
に
国
際
連
合
パ
レ
ス
チ
ナ
難
民
救
済
事
業
機
関
（
Ｕ
Ｎ
Ｒ
Ｗ
Ａ
）
へ

の
拠
出
を
表
明
し
た
と
承
知
し
て
い
る
。

二


